
- 1 - 

 

【信州・青木村 地域おこし協力隊募集要綱】 

 

青木村の抱える、少子高齢化、若者の流失、雇用の場の不足、観光事業の伸

び悩み、農業をはじめとした産業の後継者不足などの課題を解決し、青木村を

未来に向けてより元気な村とするため、三大都市圏から人材を受け入れ、新し

い発想や新しい創造により地域づくりを進めるために「信州・青木村 地域お

こし協力隊」を募集いたします。 

地域おこし活動に意欲・興味のある方、将来青木村において、定住・起業・

就業するなど意欲を持った方などの募集をお待ちしております。 

 

 

１．募集人員 

 地域おこし協力隊 若干名 

 

２．活動募集概要 

（１）オリジナルブランド「タチアカネ蕎麦」に関する PR活動やブランドを

支える人材育成に関する支援活動 

（２）観光振興及び新たな観光資源の創出に関する支援活動 

（３）上記（１）（２）以外で地域コミュニティ活動、村おこし支援活動並び

に青木村の活性化につながる支援活動 

３．募集対象 

（１）年齢 令和元年 6月 1日現在で 概ね 20歳以上 50歳以下の方 

（２）性別 問いません 

（３）住所 現在三大都市圏等（過疎、山村、離島、半島等の地域に該当しな

い市町村）に居住し委嘱後に、住民票を青木村に異動し、移住できる方 

（４）普通自動車運転免許証を取得し、日常的に普通自動車を運転している方 

（５）パソコンの基本操作（ワード、エクセル）及びインターネットを活用で

きる方 

（６）集落になじむ意思があり、住民とともに地域活性化に取り組む意欲のあ

る方 

（７）地域の活動やイベントにも参加できる方 

（８）地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当しない方 

（９）その他 家族での居住も可能です 

 

４．活動時間 

○活動日数 週 5日程度 週 28時間以内  
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○活動時間 原則 １０時～１６時（内昼食 1時間） が原則ですが、支援活

動内容によって協議により決定します。夜間、土、日等の勤務は週勤務時間

内で調整します。 

 

５．勤務地 

○青木村内 

 

６．採用形態 

 ○形態 青木村 地域おこし協力隊として青木村長が委嘱します 

（雇用形態では有りません） 

 ○期間 任用開始日から１年間（ただし、１年単位で最長３年まで延長する

ことができます） 

 

７．報償費等 

○月額 １６６，０００円（予定）社会保険等は適用されません。活動の損害

保険は村の負担で加入します。また、健康保険及び年金は各自で対応し

てください。 

 

８．待遇・福利厚生 

○住居   村で空き家を借り上げ提供します 

○自動車  支援活動並びに生活に必要な自動車は無償提供します 

○活動経費 協議の上必要に応じ予算の範囲内で村が負担します 

 

９．休日・休暇  

○協議の上決定します 

 

１０．申し込み受付 

〇令和元年 6月 3日～令和元年 6月 28日 

 

１１．選考の流れ 

①応募方法 

  応募用紙に記入の上、履歴書は添付して青木村役場総務企画課事業推進室 

 に郵送、メール又は持参してください。 

②審査方法 第１次選考 書類審査 第２次選考 面接審査 
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１１．その他 

①村では定住に関する支援 青木村地域おこし協力隊期間終了後、青木村に定 

住に向けた支援を行います 

②住居は村で古民家の空き家を借り上げ無償で用意します（家族での居住も可 

能です） 

③支援活動並びに生活に必要な自動車は村がレンタカーを借り上げ、無償で貸 

与します 

④光熱費、水道費はご自身で負担をいただきます 

⑤家電・家具等の生活必需品は原則、ご自身でご手配いいただきます 

⑥応募、転居等に伴う経費についてはご自身でご負担をいただきます 

 

 

 

 

 

 

 


